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－ 大紀町水道事業 令和８年度 水質検査計画について － 

 

大紀町では、皆様に安全でおいしい水を飲んでいただくために、水源から各家庭の蛇口に至るまで、

定期的に水質検査を行い、水道水の水質管理に万全を期していきます。 

平成１５年度に「水質基準に関する省令」、「水質検査方法」、「水道法施行規則」が、それぞれ改正

されました。改正の内容は、水質基準項目や検査方法の見直しのほか、水質検査については全国一律

ではなく、各水道事業者が地域や水源の種別等を考慮して、水質検査の項目や頻度を定めることとな

りました。これに伴い、各水道事業者は毎事業年度の開始前に「水質検査計画」を策定・公表するこ

とが求められ、水質検査の適正化・透明化を図ることとなります。 

このたび、大紀町では、水道水源の周辺状況や水道水の水質検査結果を踏まえ、安全で良質な水道

水の供給を確実にするため水質検査計画を策定しました。 

 

 

 

 

水質検査計画の内容 

 

 

１．基本方針                  ・・・  P-2 

２．水道事業の概要                             ・・・   P-3 

３．水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況     ・・・   P-5 

４．採水地点、検査項目、検査頻度及びその理由   ・・・   P-7 

５．水質検査方法                ・・・  P-8 

６．臨時の水質検査                             ・・・   P-8 

７．水質検査の自己／委託の区分                 ・・・   P-8 

８．水質検査計画及び検査結果の公表             ・・・   P-9 

９．その他の留意事項                           ・・・   P-9 
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１．基本方針 

 

（１） 大紀町 環境水道課は、お客様に安心して水道水を利用していただくために、年間にわた

る水質検査の計画を立て、蛇口から出る水道水（給水栓水）が法令で義務付けがある水質

基準に適合しているかどうかを確認する検査を行います。 

また、原水についても、原水の水質特性を把握し的確な浄水処理を行うため、消毒副生成

物を除く水質基準項目を検査します。 

 

（２） 大紀町 環境水道課は、水源や水質汚濁の状況、浄水施設、送配水施設の状況などを考慮

して、臨時の水質検査や検査を行うことが望ましいとされる「水質管理目標設定項目」な

どについても、必要に応じて適宜検査を行います。 

 

（３） 大紀町 環境水道課は、水質検査の結果について評価の上公表するとともに、次年度の水

質検査計画の策定に活かし、継続的改善に努めます。 
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２．水道事業の概要 

 

表-1（1/2） 

名 称 

水 源 

 

原水の種類 

 

浄水場 

（処理能力ｍ3/日） 

処理方法 

 

配水池 給水区域 検査地点 

大紀町水道 尾合川支流 

 牛首谷表流水 

野原浄水場 

（246ｍ3／日） 

中速ろ過方式 

次亜塩素消毒 

野原配水池 

351 ㎥ 

野原の一部 原 水： 

野原浄水場 

給水栓： 

黒坂管末 

栃谷川表流水 七保中央浄水場 

（600ｍ3／日） 

緩速ろ過方式 

次亜塩素消毒 

七保中央配水池 

430 ㎥ 

野添、金輪、 

永会、打見、 

神原の一部 

原 水： 

七保中央浄水場 

給水栓： 

神原管末 

①宮川水系 

野又谷川表流水 

②宮川水系 

野又谷川表流水 

三瀬川浄水場 

（42ｍ3／日） 

緩速ろ過方式 

次亜塩素消毒 

三瀬川配水池 

68 ㎥ 

三瀬川の一部 原 水： 

各水源地（２箇所） 

給水栓： 

三瀬川集会所 

①宮川水系 

谷水表流水 

②宮川水系 

谷水表流水 

船木浄水場 

（52ｍ3／日） 

緩速ろ過方式 

次亜塩素消毒 

船木配水池 

69 ㎥ 

船木の一部 原 水： 

各水源地（２箇所） 

給水栓： 

船木管末 

①滝カ河内川表流水 

②中河内川表流水 

滝原浄水場 

（550ｍ3／日） 

膜ろ過方式 

次亜塩素消毒 

凝集剤ＰＡＣ 

希硫酸消毒 

苛性ｿｰﾀﾞ消毒 

滝原配水池 

440 ㎥ 

滝原の一部 原 水： 

滝原浄水場 

給水栓： 

里管末 

①浅井戸 １本 

②表流水 ４本 

③わき水 １本 

阿曽浄水場 

（580ｍ3／日） 

膜ろ過方式 

次亜塩素消毒 

 凝集剤ＰＡＣ 

 希硫酸消毒 

阿曽配水池 

385 ㎥ 

阿曽の一部 原 水： 

阿曽導水ﾎﾟﾝﾌﾟ場 

阿曽浄水場 

給水栓： 

滝辺管末 
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表-1（2/2） 

名 称 

水 源 

 

原水の種類 

 

浄水場 

（処理能力ｍ3/日） 

処理方法 

 

配水池 給水区域 検査地点 

大紀町水道 柏野水源 

浅井戸 １本 

柏野浄水場 

（206ｍ3／日） 

紫外線消毒 

次亜塩素消毒 

柏野配水池 

184 ㎥ 

柏野の一部 原 水： 

柏野浄水場 

給水栓： 

清瀬防火水槽 

長野水源 

浅井戸 １本 

長野浄水場 

（440ｍ3／日） 

紫外線消毒 

次亜塩素消毒 

長野配水池 

 401 ㎥ 

崎の一部 原 水： 

長野浄水場 

給水栓： 

古和河内防災 

会館 

宮原水源 

浅井戸 １本 

刈子谷川表流水 笠木浄水場 

（200ｍ3／日） 

急速ろ過方式 

次亜塩素消毒 

凝集剤ＰＡＣ 

苛性ｿｰﾀﾞ消毒 

笠木配水池 

 89 ㎥ 

崎の一部 原 水： 

笠木浄水場 

給水栓： 

高尾集会所 

唐子川表流水 唐古浄水場 

（540ｍ3／日） 

緩速ろ過方式 

次亜塩素消毒 

唐古配水池 

 169 ㎥ 

丸山配水池 

 336 ㎥ 

大内山の一部 原 水： 

唐古浄水場 

給水栓： 

駒コミュニティ 

センター 

鍛治屋谷川表流水 米ヶ谷浄水場 

（340ｍ3／日） 

緩速ろ過方式 

次亜塩素消毒 

米ヶ谷配水池 

 232 ㎥ 

大内山の一部 原 水： 

米ヶ谷浄水場 

給水栓： 

大紀保育園車庫 

①錦第３水源 

浅井戸 １本 

②錦第４水源 

浅井戸 １本 

錦浄水場 

（3,367ｍ3／日） 

急速ろ過方式 

次亜塩素消毒 

錦配水池 

 1,200 ㎥ 

錦の一部 原 水： 

錦第３水源地 

錦第４水源地 

給水栓： 

親水公園 

 



 - 5 -

３．水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況 

 

大紀町水道の水質状況は、平成１５年度から令和７年度まで水質検査の結果から、浄水は水質基

準を超えて飲用不適になったことはなく、特に水質が悪化した兆候は認められておりません。 

 

①野原浄水場 

［原水の状況］ 

山間部の小河川から取水しておりますので、社会活動等による水質汚濁への影響は少なく、

良好な水源です。 

［水質管理について］ 

浄水処理は原水の水質が良好であるので上向性緩速ろ過方式を採用し、安全で良質な水道水

の供給ができます。 

 

②七保中央浄水場 

［原水の状況］ 

山間部の小河川から取水しておりますので、社会活動等による水質汚濁への影響は少なく、

良好な水源です。 

［水質管理について］ 

浄水処理は原水の水質が良好であるので緩速ろ過方式で、安全で良質な水道水の供給ができ

ます。 

 

③三瀬川浄水場 

［原水の状況］ 

山間部の小河川から取水しておりますので、社会活動等による水質汚濁への影響は少なく、

良好な水源です。 

［水質管理について］ 

浄水処理は原水の水質が良好であるので緩速ろ過方式で、安全で良質な水道水の供給ができ

ます。 

 

④船木浄水場 

［原水の状況］ 

山間部の小河川から取水しておりますので、社会活動等による水質汚濁への影響は少なく、

良好な水源です。 

［水質管理について］ 

浄水処理は原水の水質が良好であるので緩速ろ過方式で、安全で良質な水道水の供給ができ

ます。 

 

⑤滝原浄水場 

［原水の状況］ 

山間部の小河川から取水しておりますので、社会活動等による水質汚濁への影響は少なく、
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良好な水源です。 

［水質管理について］ 

浄水処理は膜ろ過方式を採用し、安全で良質な水道水の供給ができます。 

 

⑥阿曽浄水場 

［原水の状況］ 

表流水は山間部の小河川から取水しておりますので、社会活動等による水質汚濁への影響は

少なく、良好な水源です。 

地下水は大内山川近傍に位置し、その水質は良好な水源です。 

［水質管理について］ 

浄水処理は膜ろ過方式を採用し、安全で良質な水道水の供給ができます。 

 

⑦柏野浄水場 

［原水の状況］ 

地下水の水質は大腸菌などの細菌による汚染はなく、良好な水源です。 

［水質管理について］ 

浄水処理は紫外線照射、塩素消毒による浄水方式で、安全で良質な水道水の供給ができます。 

 

⑧長野・宮原浄水場 

［原水の状況］ 

地下水の水質は大腸菌などの細菌による汚染はなく、良好な水源です。 

［水質管理について］ 

長野浄水場において、浄水処理は紫外線照射、塩素消毒による浄水方式で、安全で良質な水

道水の供給ができます。 

 

⑨笠木浄水場 

  ［原水の状況］ 

    表流水を取水しておりますが、大雨による濁度の上昇が危惧されるものの上流での社会活動

等による水質汚濁への影響は少なく、良好な水源です。 

  ［水質管理について］ 

    表流水は、降雨などの影響を受けやすく、そのため凝集剤にＰＡＣを用いた急速ろ過方式に

より、濁り成分の除去を行い安全で良質な水道水の供給ができます。 

 

⑩唐古浄水場 

［原水の状況］ 

山間部の小河川上流から取水しておりますので、社会活動等による水質汚濁への影響は少な

く、良好な水源です。 

［水質管理について］ 

浄水処理は原水水質が良好であるので緩速ろ過方式を採用し、安全で良質な水道水の供給が

できます。 
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⑪米ヶ谷浄水場 

［原水の状況］ 

山間部の小河川上流から取水しておりますので、社会活動等による水質汚濁への影響は少な

く、良好な水源です。 

［水質管理について］ 

浄水処理は原水水質が良好であるので緩速ろ過方式を採用し、安全で良質な水道水の供給が

できます。 

 

⑫錦浄水場 

［原水の状況］ 

地下水の水質は大腸菌などの細菌による汚染はなく、良好な水源です。 

［水質管理について］ 

浄水処理は原水の水質が良好であり、濁り対策として急速ろ過方式の採用により、安全で良

質な水道水の供給ができます。 

 

 

 

４．採水地点、検査項目、検査頻度及びその理由 

 

（１）水道水の水質検査 

ア．水質基準項目 

大紀町では１２ヶ所の浄水場から給水を行っています。それぞれの採水場所については 

『２．水道事業の概要』に、また、水質検査を行う項目、検査頻度については、巻末の 

表－２に示します。 

令和７年度は、過去の検査結果を考慮して、法令で定める水質基準項目のうち、「省略不可

項目」及び「過去データ等から省略不可となった項目」については、原水・処理水の水質状

況等を考慮して適切な検査回数とし、また、「省略可となった項目」についても、安全確認の

ため１年に１回検査します。 

なお、「基 ４２ ジェオスミン」、「基 ４３ ２－メチルイソボルネオール」については、

藻類が発生しやすい時期に検査を行います（年２回）。 

イ．独自に行う水質検査 

原水において、糞便汚染の指標となる「ウェルシュ菌（嫌気性芽胞菌）」や「大腸菌（ＭＰ

Ｎ）」等の検査を２ヶ月に１回、実施します。 

原水において、耐塩素性病原生物であるクリプトスポリジウムの検査を必要に応じて実施

します。 

ウ．毎日検査項目 

「消毒の残留効果」については、水源池系統毎に自動水質監視装置を設置し、連続し 

て監視しており、「色」、「濁り」についても日常的に検査を行います。 
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（２）原水の水質検査 

原水については、原水の水質特性を把握し的確な浄水処理を行うため、消毒副生成物を除

く水質基準項目を年１回検査します。 

また、必要に応じて水質管理目標設定項目についても適宜検査を実施し、その結果を処理

水と同様に５年間保存します。 

 

 

 

５．水質検査方法 

 

水道法第４条第２項の規定に基づく「水質基準に関する省令」（平成１５年厚生労働省令第１０１

号）で定められた方法により検査します。（浄水 52 項目 原水 41 項目） 

 

 

 

６．臨時の水質検査 

 

臨時の水質検査は次のような場合に行います。 

（ア）水源の水質が著しく悪化したとき。 

（イ）水源に異常があったとき。 

（ウ）水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき。  

（エ）浄水過程に異常があったとき。 

（オ）浄水施設や配水管等の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染された恐れがあるとき。 

（カ）その他特に必要があると認められるとき。 

臨時の水質検査は、水源の水質異常や定期の水質検査などで異常値が確認されたとき直ちに実施

し、水質異常が終息し、給水栓水の安全が確認されるまで連続的に行います。 

検査に供する水の採取場所は、問題の生じた箇所に重点を置くとともに、確認のため定期の水質

検査地点についても検査いたします。検査項目は異常値を示した項目のほかに関連項目について

も状況に合せて追加し、検査を実施します。 

また、蛇口での赤水、濁り、異物、異臭味など利用から苦情、水質相談があった場合も必要に応

じた水質検査を行います。 

 

 

 

７．水質検査の自己／委託の区分 

 

（１）「消毒の残留効果」については、水源池系統毎に自動水質監視装置を設置し、連続し 

て監視しており、「色」、「濁り」についても日常的に検査を行います。 

（２）原水及び処理水の「水質基準項目」、独自に行う水質検査、追加の「水質管理目標設定項目」

などの検査の方法については、水質基準に関する省令（平成 15 年厚生労働省令第 101 号） 
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  の規定に基づく告示された検査方法により行います。 

（３）水質検査は水道法第 20 条第 3 項による厚生労働大臣登録検査機関に委託して検査を行い

ます。 

 

 

 

８．水質検査計画及び検査結果の公表 

 

（１）公表内容 

①水質検査計画 

②水道法に基づく（独自調査含む）給水栓水の水質検査結果 

③その他 

（２）公表方法 

水質検査計画及び水質検査結果等について、次のように水道の需要者に公表するとともに、

公表内容に対する需要者の意見を積極的に聞き、水道水の安全性など水道に対する信頼の向上

に努めます。皆様のご意見・ご要望をお寄せください。 

水道検査結果の評価は、その都度水質基準に適合しているかどうか判定を行っていますが、

詳細なデータは年度毎に一覧整理し、「水道水質検査結果年報」として取りまとめ、公表します。 

 

１．ホームページ等による情報開示 

 

２．意見・ご要望の連絡先 

       大紀町 環境水道課  電話 ： 0598-86-2245 

                  FAX ： 0598-86-3191 

                E ﾒｰﾙ ： kan@town.mie-taiki.lg.jp  

 

 

 

９．その他の留意事項 

 

（１）水源流域の汚染に関する動向把握と変化の状況 

各水源については、定期的にパトロールを実施し、水源流域の汚染を監視します。 

（２）関係行政機関、関係水道事業者、水質検査機関等関係者との相互連絡通報体制及び定期的

な連絡調整会議の開催計画と実施状況 

水源で水質汚染が発生した場合、水道水が原因で衛生問題が発生した場合などの緊急事態

に対し、三重県環境生活部、三重県企業庁、大台警察署、河川管理者及び水質検査の委託業

者と連絡をとり、迅速に対処します。 

また、災害の規模が大きく単独で対処できない場合「三重県水道災害広域応援協定」に基

づき、近隣の他の水道事業体に応援を要請します。 
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表－２（1/2） 浄水場別 水質検査項目及び検査頻度（検査回数／年間） 

 

 

 

 

定期検査項目 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

野
原
浄
水
場 

七
保
中
央
浄
水
場 

三
瀬
川
浄
水
場 

船
木
浄
水
場 

滝
原
浄
水
場 

阿
曽
浄
水
場 

柏
野
浄
水
場 

長
野
浄
水
場 

笠
木
浄
水
場 

唐
古
浄
水
場 

米
䣿
谷
浄
水
場 

錦

浄

水

場 

基 1 一般細菌 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

基 2 大腸菌 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

基 3 カドミウム及びその化合物 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

基 4 水銀及びその化合物 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

基 5 セレン及びその化合物 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

基 6 鉛及びその化合物 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

基 7 ヒ素及びその化合物 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

基 8 六価クロム化合物 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

基 9 亜硝酸態窒素 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

基 12 フッ素及びその化合物 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

基 13 ホウ素及びその化合物 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

基 14 四塩化炭素 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

基 15 1,4-ジオキサン 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

基 16 
シス-1,2-ジクロロエチレン及び 

トランス-1,2-ジクロロエチレン 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

基 17 ジクロロメタン 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

基 18 テトラクロロエチレン 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

基 19 トリクロロエチレン 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

基 20 ベンゼン 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

基 21 塩素酸 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

基 22 クロロ酢酸 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

基 23 クロロホルム 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

基 24 ジクロロ酢酸 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

基 25 ジブロモクロロメタン 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

基 26 臭素酸 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

基 27 総トリハロメタン 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

基 28 トリクロロ酢酸 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

基 29 ブロモジクロロメタン 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

基 30 ブロモホルム 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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表－２（2/2） 浄水場別 水質検査項目及び検査頻度（検査回数／年間） 

 

 

 

 

定期検査項目 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

野
原
浄
水
場 

七
保
中
央
浄
水
場 

三
瀬
川
浄
水
場 

船
木
浄
水
場 

滝
原
浄
水
場 

阿
曽
浄
水
場 

柏
野
浄
水
場 

長
野
浄
水
場 

笠
木
浄
水
場 

唐
古
浄
水
場 

米
䣿
谷
浄
水
場 

錦

浄

水

場 

基 31 ホルムアルデヒド 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

基 32 亜鉛及びその化合物 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

基 33 アルミニウム及びその化合物 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

基 34 鉄及びその化合物 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

基 35 銅及びその化合物 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

基 36 ナトリウム及びその化合物 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

基 37 マンガン及びその化合物 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

基 38 塩化物イオン 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

基 39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

基 40 蒸発残留物 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

基 41 陰イオン界面活性剤 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

基 42 ジェオスミン 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

基 43 2-メチルイソボルネオール 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

基 44 非イオン界面活性剤 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

基 45 フェノール類 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

基 46 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

基 47 ｐＨ値 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

基 48 味 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

基 49 臭気 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

基 50 色度 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

基 51 濁度 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

基 52 有機フッ素化合物（PFOS 及び PFOA） 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

 

独自検査 

独自1 原水指標菌（嫌気性芽胞菌） 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

独自2 原水指標菌（大腸菌（MPN）） 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

独自3 クリプトスポリジウム ※必要に応じ実施 

 

 

 


